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第四節　大蔵省関係

（たばこ製造廃止業者等に対する交付金の交付）

第六十八条　沖縄県の区域におけるたばこ専売事業及び塩専売事業の円滑な実施に資するため、日本専売公社（以下次条までにおいて「公社」という。）は、政令で定める日に沖縄において製造たばこ（たばこ専売法（昭和二十四年法律第百十一号）第一条第三項に規定する製造たばこをいう。次条において同じ。）の製造又は塩の製造若しくは再製（塩専売法（昭和二十四年法律第百十二号）第一条第三項に規定する再製をいう。）の事業を営んでいた者のうち、その事業を廃止した者で政令で定める要件を満たすもの（次項において「廃止業者」という。）に対し、公社の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その受ける損失等を勘案して算定した金額を特別の交付金として交付することができる。

２　廃止業者が前項の交付金の交付を受けた場合には、政令で定めるところにより、これらの者の所得税又は法人税を軽減する。

（たばこ事業法に関する特例）

第六十九条　沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二十二条第一項の許可を受けた者（同法附則第十条第一項の規定により、同法第二十二条第一項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小売販売業者」という。）は、同法第二十条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第三十六条第一項本文の規定は、適用しない。

２　沖縄県の区域においては、当分の間、日本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。

(塩専売法に関する特例)

第七十条 沖縄県の区域においては、当分の間、塩専売法第二十四条第一項の指定を受けた塩の










[image: ]

[image: ]

「https://ja.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Act_on_Special_Measures_Incidental_to_Reversion_of_Okinawa.pdf/35&oldid=215766」から取得


					カテゴリ: 	未校正




				

			
			
		

		
			

		 このページの最終更新日時は 2024年1月27日 (土) 06:17 です。
	テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。



		プライバシー・ポリシー
	Wikisourceについて
	免責事項
	行動規範
	開発者
	統計
	Cookieに関する声明
	モバイルビュー



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

本文の横幅制限を有効化／無効化







